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議案第５号 

 

 

 令和５年度練馬区登録文化財について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和６年２月１日 

 

    提出者 教育長  堀  和 夫 

 

 

 

 令和５年度練馬区登録文化財について 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり登録するものとする。 



 



1 
 

         

 

 

 

令和５年度練馬区登録文化財について 

 

 

令和６年１月 17 日付け、練馬区文化財保護審議会答申（別紙 1）に基づき 

次の文化財を、令和５年度新規登録文化財とする。 

今回の登録により指定文化財は 49 件、登録文化財は 220 件となる。 

 
 
 
 
１ 登録する文化財 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名称 北新井遺跡出土の縄文土器 

種別 有形文化財 員数 33 点 

所有者 学校法人根津育英会武蔵学園（練馬区豊玉上一丁目 26 番１号） 

所在地 練馬区豊玉上一丁目 26 番１号 武蔵高等学校中学校 

令 和 ６ 年 ２ 月 １ 日 

地域文化部文化・生涯学習課 
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北新井遺跡出土の縄文土器 33点 練馬区豊玉上一丁目26番１号 武蔵高等

学校中学校 

昭和 11 年(1936)に、著名な考古学者山内
やまのうち

清男
す が お

の指導のもと、武蔵高等学校

の部活動である文化学部（現 武蔵高等学校中学校民族文化部）部員によっ

て、武蔵高等学校南側(豊玉北二丁目 13 番付近)の発掘調査が行われ、縄文時

代中期の２軒の竪穴住居址から多数の土器が出土した。 

本件は、この時出土した土器のうち、縄文時代中期中葉勝坂
かつさか

式土器 13 点（７

個体）、阿
あ

玉
たま

台
だい

式土器７点（１個体）、中期後葉加曽利
か そ り

Ｅ式土器 17 点（５個体）

の計 33 点（13 個体）で、いずれも関東における縄文時代中期の器形や文様が

典型的な土器群である。 

令和５年度練馬区登録文化財の概要 
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令和５年度練馬区文化財保護審議会答申 説明書(別紙) 

【登録】 
１ 名称および員数 

北新井遺跡出土の縄文土器 33 点 

２ 種別 

  有形文化財 

３ 所有者 

  学校法人根津育英会武蔵学園（練馬区豊玉上一丁目 26 番１号） 

４ 所在地 

  練馬区豊玉上一丁目 26 番１号 武蔵高等学校中学校 

５ 説明 

（１）概要 

昭和 11 年（1936）に、豊玉北二丁目 13 番付近の道路工事の際に遺跡が発見

され、考古学者山内
やまのうち

清
すが

男
お

の指導のもとに、武蔵高等学校の部活動である文化

学部（現 武蔵高等学校中学校民族文化部）部員が調査を行った。この調査で、

縄文時代中期の２軒の竪穴住居址から、多数の土器が出土した。そのうち、縄

文時代中期中葉の勝坂
かつさか

式土器 13 点（７個体）、阿
あ

玉
たま

台
だい

式土器７点（１個体）、

中期後葉の加曽利
か そ り

Ｅ式土器 13 点（５個体）の計 33 点（13 個体）が、本件の

対象である。出土遺物は、武蔵高等学校中学校で保管されている。 
 
（２）時期・特徴 

本件の土器の年代については、勝坂３式土器と阿玉台Ⅲ式土器は約 5,000年

前、加曽利Ｅ１式土器はこれよりやや新しく、加曽利Ｅ４式土器は約 4,500 年

前となる。 

各土器の特徴は以下のとおりである。 

 時期 器種 遺存状態 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 器厚㎜ 

１ 勝坂３ 浅鉢 口縁から底部 19 ― 10.4 10～12 

２ 勝坂３ 深鉢 胴から底部 ― 10 15.3 10 

３ 勝坂３ 深鉢 口縁から胴下部 12.5 ― 21 10 

４ 勝坂３ 深鉢 胴部 19 ― 16.3 10 

５ 勝坂３ 深鉢 口縁から胴下部 13.7 ― 16.3 12 

６ 勝坂３ 深鉢 口縁から底部 18.1 10 16.3 12 
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①個体１～７（勝坂式土器） 

勝坂式土器は、神奈川県相模原市勝坂遺跡出土の土器を標式としており、粘

土紐で文様をつけるなど、意匠に富む特徴がある。１は、無文の浅鉢で、算盤

玉の器形である。口縁部に２個の補修孔がある。２は、胴部下半に半円形の区

画がみられる。３は、口縁部に１単位の把手があり、隆帯による渦巻文や三角

区画が作出されている。４は、完形に接合できた土器と小片が６点である。勝

坂式土器に特徴的な眼鏡状把手がある。５は、円筒形で、２単位の波状口縁の

下に円形の添付文があり、胴部では撚糸文上に三角形の文様が描かれている。

６は、バケツ状の器形で、口縁に１単位の円環状の把手と口縁部に４単位の把

手がみられる。７は、口縁部が膨らむ器形である。口縁に円環状の把手をもち、

口縁部に爪形文による文様がみられ、頸部から胴部下半にかけて縄文が施さ

れている。 

②個体８（阿玉台式土器） 

阿玉台式土器は、茨城県香取市阿玉台貝塚出土の土器を標式としており、茨

城県霞ヶ浦周辺から出土する土器で、ヒダ状圧痕文あるいは縄文地に結節の

沈線文による文様や、土器の胎土に金雲母が混入している特徴がある。本件は、

７点の破片で、うち４点が接合する大形破片である。縄文地に波状口縁があり、

波頂部に渦巻文、口縁と胴部に楕円区画がみられる。色調が武蔵野台地出土の

阿玉台式土器では珍しい灰褐色であることから、茨城県からの搬入品と考え

られる。 

③個体９～13（加曽利Ｅ式土器） 

加曽利Ｅ式土器は、千葉県千葉市加曽利貝塚Ｅ地点出土の土器を標式とし

ており、縄文や撚糸文がつけられる特徴がある。本件は、古い時期の加曽利Ｅ

１から新しい加曽利Ｅ4までの土器である。 

 

 時期 器種 遺存状態 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 器厚㎜ 

７ 勝坂３ 深鉢 口縁から胴下部 21.2 10.4 30.7 8～12 

８ 阿玉台Ⅲ 深鉢 口縁から胴部 ― ― ― 11～15 

９ 加曽利 E1 深鉢 口縁から胴下部 47.3 ― 30.8 13 

10 加曽利 E2 深鉢 口縁から胴下部 13.9 ― 14.2 8 

11 加曽利 E3 深鉢 胴下から底部 ― 6.6 15.3 11 

12 加曽利 E3 深鉢 口縁から胴下部 15.2 ― 15.3 8 

13 加曽利 E4 深鉢 胴部 ― ― 20 7～10 
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９は、復元作業により完形となった土器と破片が６点である。口縁部がやや

膨らむキャリパー形で、縄文地に、口縁部にはＳ字が連結するモチーフ、胴部

では蛇行する隆帯による文様がみられる。10 は、口縁部と胴部に連弧文がみ

られる。11 は、口縁から胴部上半が輪積みの部分で欠失しているが、縄文地

に横方向の沈線文がみられる。12 は、口縁部に２条の沈線文が巡り、器面全

体に縄文が横方向に施されている。13 は、接合できた土器と小片が２点であ

る。逆Ｕ字の区画内に縄文が充填されている。 

（３）発掘調査について 

豊玉北二丁目（旧 板橋区中新井町）周辺で、昭和 10 年（1935）に中新井

町第三土地区画整理組合が発足され、環状七号線、放射線第七号線（現 目白

通り）を中心とした道路整備および区画整理が行われた。開発工事に伴い、周

辺では土器や住居址が見つかっており、本件の土器が出土した遺跡も、昭和 11

年（1936）の道路工事の際に発見されたものである。武蔵高等学校は、昭和 12

年(1937)頃、これらの道路用地提供のための換地と潰地によって、現在の敷地

となった。発掘調査地は、武蔵高等学校の校地における細道路網第四号敷設に

ともなう潰地にあたる豊玉北二丁目 13 番付近、北新井遺跡の範囲である。 

発掘調査は、考古学者山内清男の指導のもと、武蔵高等学校の部活動である

文化学部（現 武蔵高等学校中学校 民族文化部）によって行われた。山内は、

昭和 11 年の雑誌『ミネルヴァ』に調査の概要を報告している。また、同年の

武蔵高等学校での山内の講演原稿と発掘調査の写真が、令和３年(2021)に山

内家から早稲田大学に寄贈され、調査所見がより明らかになった。調査では、

縄文時代中期中葉の勝坂式土器と後葉の加曽利Ｅ式土器が上下の層位ごとに

出土したとあり、出土状態から土器の新旧が確認された。また、これらの土器

は、廃棄された竪穴住居址の窪地に捨てられたという調査所見を残している。 
 
（４）山内清男（1902～1970）について 

山内は、日本の先史時代、縄文土器の編年大綱と細別を築いた。また、土器

の厚みに着目し、中期を「厚手式」、後期以降を「薄手式」とする時期区分を

行った。昭和 12 年（1937）に「縄紋土器型式の細別と大別」で、縄文土器を

早期・前期・中期・後期・晩期の５期に区分し、縄文土器の大別を発表した。

（後に、草創期を加え６期とした。）。昭和 14 年(1939)から昭和 16 年（1941）

にかけて刊行された『日本先史土器図譜』で土器型式の細別を行い、これが縄

文土器編年の基礎となった。 
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６ 登録の理由 

本件は、発掘調査の事例の少なかった昭和 11 年(1936)に、著名な考古学者

山内清男が行った発掘調査で出土した貴重な土器群である。いずれも関東に

おける縄文時代中期の器形および文様が典型的な土器群であり、価値が高い。 

７ 登録基準 

「練馬区文化財登録・指定基準」の第１「練馬区登録文化財」の１「練馬区

登録有形文化財」の（５）「考古資料」に該当する。 

８ 主要参考文献 

山内清男「武藏高等學校裏石器時代遺跡の發掘」『ミネルヴァ』５月号（第一

巻４号）、1936 年 

矢野清作「東京市板橋區中新井辨天の石器時代住居遺蹟」『考古学雑誌』30 巻

２号、1941 年 

山内清男「縄紋土器型式の細別と大別」『日本遠古之文化 山内清男・先史考

古学論文集』第一冊 補注付・新版、1967 年（原著『先史考古学』第１巻第

１号 1937 年） 

山内清男『日本先史土器図譜 図版・解説』、1967 年（初出『日本先史土器圖

譜第一部 関東地方Ⅰ～ⅩⅢ集』1939～1941 年 

学園創立 50 年史編集委員会編『武蔵五十年のあゆみ（旧制武蔵高等学校・武

蔵大学・武蔵高等中学校）』学校法人根津育英会、1972 年 

練馬区『練馬区史 現勢編』練馬区史編さん協議会、1981 年 

小林謙一『縄紋社会研究の新視点―炭素 14 年代測定の利用』六一書房、2008

年 

武蔵学園記念室編「旧制武蔵高等学校校友会記録抄（三）昭和十一年～二十一

年」『武蔵学園史年報』第 15 号、学校法人根津育英会武蔵大学・武蔵高等学校

中学校、2010 年 

亀岡岳志「東京の『里川』の変容～千川上水中新井分水の事例～」『武蔵高等

学校中学校紀要』第２号、2017 年 

谷川 遼 編『山内清男コレクション受贈記念 山内清男の考古学』早稲田大

学會津八一記念博物館、2021 年  

武蔵学園百年史刊行委員会『武蔵学園百年史 通史編』学校法人根津育英会武

蔵学園、2023 年 
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令和６年２月１日 

教育振興部保健給食課 

 

陳情第１号 ゲノム編集食品・植物を学校で使用しないことなどを求める陳情書 

 

 

 

１ 遺伝子とゲノム 

生物を構成する 1 つ 1 つの細胞には、ＤＮＡ（デオキシリボ核酸）と呼ばれる遺伝物

質が含まれている。ＤＮＡの中で、 

機能（生物の性質を決める働き）を 

持つ部分を遺伝子と呼ぶ。ゲノムと 

は遺伝子でない部分も含むＤＮＡの 

全体を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 様々な育種技術 

（１）従来の品質改良技術（自然界でも発生する事象） 

自然あるいは放射線照射等による突然変異によって異なる性質が得られる。 

【例】病気に強い梨、青臭さを取り除かれた大豆等多数 

要旨 

ゲノム編集技術応用食品（以下、ゲノム編集食品）は、遺伝子操作した遺伝子改変

食品であり、体や生態系への影響などが懸念されるため、以下の事項について要望し

ます。 

１．学校給食に使用する食品について、「ねりまのきゅうしょく」に「遺伝子組み換

えを含む遺伝子操作を行っていないもの」と明記すること。 

２ ランダム変異とゲノム編集 

交配や自然発生または、人為的に誘発

した突然変異を利用した従来育種では、

変異がランダムに起こる。そのため、標

的の遺伝子が変異する確率は非常に低い

のに比べ、ゲノム編集技術では、高い確

率で特異的に標的遺伝子に変異を起こす

ことができる。 
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（２）ゲノム編集技術 

人工酵素を用いて、狙ったＤＮＡの特定の場所を切断し、突然変異を起こし、計画

的に性質を変える。 

【例】血圧降下作用が期待されるＧＡＢＡを多く含むトマト、身を肉厚にしたマダイ、

成長が早いトラフグ、もちもちとした食感を高めたとうもろこし、 

2023 年時点 4 品のみ 

（３）遺伝子組換え技術（自然界では発生しない事象） 

他の生物の遺伝子をゲノムに組み込み、計画的に性質を変える。 

 【例】除草剤に強い大豆、害虫に強いじゃがいも、害虫・除草剤に強いとうもろこし、

2023 年時点９品のみ 

 

４ ゲノム編集食品の安全性確保の手続き 

ゲノム編集食品は、厚生労働省への届出を経て、安全性に関する情報の公表の手続き

が行われる。最終的に自然界または、従来の育種技術でも起こっている範囲内のものは

届出、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対象となる。さらに、そのうち遺

伝子組換え食品と判断された場合は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の

多様性の確保に関する法律」により表示基準の対象となる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※以上 出典 厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課「ゲノム編集技術応用食品を

適切に理解するための６つのポイント」および「新しいバイオテクノロジーで作られた食

品について」 
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５ 学校給食における練馬区と他の 22 区におけるゲノム編集食品の使用状況について 

使用状況 回答 

ゲノム編集食品を使用しない 4 区 

特に決めていない 18 区 

 （練馬区は、特に決めていない。） 



06623891
スタンプ

























ゲノムとは？1Point

ゲノム編集技術とは？3Point

組換えDNA技術とは？2Point

6つのポイント適切に理解するための

ゲノム編集技術応用食品を

　生物を構成する１つ１つの細胞には、DNA（デオキシ

リボ核酸）と呼ばれる遺伝物質が含まれています。DNA

は、ACGTで表現される４種類の塩基が連なった構造

をとっています。DNAの中で、機能を持つ部分を遺伝子

と呼びます。ゲノムとは、遺伝子でない部分も含むDNA

全体を指します。

　自然界では、放射線などによりDNAの切断が起こることがあります。生物はDNAの修復機能を持ちますが、正しく

修復されないと、塩基の挿入、欠失や置換といった変異が起こります。従来の育種技術では、こうした変異の頻度を上

げることで、多様な性質を持つ品種を作りますが、変異はランダムに起こります。

　ゲノム編集技術では、特定の塩基配列を認識する酵素

を細胞の中で働かせ、その塩基配列上の特定部位の切断

を行います。その後、生物のDNAの持つ修復機構が働き、

❶自然界においても起こり得る塩基の欠失、挿入、置換

❷１～数塩基の狙った変異

❸遺伝子などの長い配列の挿入や置換

といったDNA配列の変化が起こります。この技術を用いて

得られた食品が「ゲノム編集技術応用食品」となります。

　「組換えDNA技術」（いわゆる「遺伝子組換え技術」）

とは、ある生物から取り出したDNAを細胞外で操作し

た後、細胞の中のDNAに組み込む技術です。この技術

は、既に育種技術として応用されていますが、「組換え

DNA技術応用食品」（いわゆる「遺伝子組換え食品」）

の利用には、安全性審査が義務付けられています。

近年、農作物などの新しい育種技術として研究開発が進められている

“ゲノム編集技術”と、この技術によって作られる食品の食品衛生上の

取り扱いについて、適切に理解するための６つのポイントを説明します。

DNA

ゲノム

遺伝子A 遺伝子B 遺伝子C

もとの遺伝子

1～数塩基の
狙った変異

遺伝子などの長い
配列の挿入や置換

塩基の欠失、
挿入、置換

❶ ❷ ❸
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ゲノム編集技術応用食品の基本的な取り扱い6Point

育種過程とは？5Point

ランダム変異とゲノム編集におけるオフターゲットとは？4Point

もとのDNA

標的遺伝子

ランダムな突然変異
（従来育種）

ゲノム編集

ゲノム編集
（オフターゲット有り）

オフターゲット

遺伝子組換え
挿入された遺伝子

※この資料は、平成31年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）「新たなバイオテクノロジーを用いて得られた

　食品の安全性確保とリスクコミュニケーションのための研究」の一部として作成しました。

【問い合わせ先】
厚生労働省　医薬・生活衛生局　食品基準審査課
TEL 03-3595-2341／FAX 03-3501-4868　E-mail ISESHINKAI@mhlw.go.jp

　交配や自然発生または人為的に誘発した突然変異

を利用した従来育種では、変異がランダムに起こりま

す。そのため、標的の遺伝子が変異する確率は非常に

低いのに比べ、「ゲノム編集技術」では、高い確率で特

異的に標的遺伝子に変異を起こすことができます。そ

れでも意図しない変異が起こることがあり、その変異

は「オフターゲット」と呼ばれています。遺伝子組換えで

は新たに遺伝子が挿入されます。

　農作物は、自然発生または人為的に誘発した突然変異を利用し、それらを掛け合わせることで品種改良が進められ

てきました。従来育種では、多くの意図しない変異が起こりますが、都合の悪い性質は育種過程（交配・選抜）で除か

れ、優れた性質を持つ品種となります。「ゲノム編集技術応用食品」においても、交配・選抜を経ることで、ゲノム編集で

生じる「オフターゲット」は取り除くことが可能です。

　薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会で取りまとめられた報告書を踏まえ、ゲノム編集技術

応用食品等の届出等の食品衛生上の取り扱いに関する制度は、次のとおりです。

【ゲノム編集技術応用食品の届出制度等に関するフロー図】

事前相談 届出／安全性審査

情
報
公
表
後
、
流
通
開
始　ゲノム編集技術応用食品を流通させる前に、開発者などは、まず厚生労

働省に事前相談を行います。

　厚生労働省では、当該食品が届出または安全性審査のいずれかの対

象に該当するか否かを専門家の意見を聴いた上で判断します。

　最終的に自然界または従来の育種技術でも起こっている範囲内の遺伝

子変化のものは届出、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対

象となります。

※必要に応じてその取り扱いなどについて、食品安全委員会へ諮問する

場合があります。

　届出と判断された場合、開発者などは厚生労働省に対し、届出を行い

ます。厚生労働省は、開発者などから届出された情報の一部を厚生労働

省のウェブサイトで公表します。

　安全性審査と判断された場合（ほとんどが「組換えDNA技術応用食品」

に該当）、食品安全委員会での食品健康影響評価を経ることになります。
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